
 

平成２７年８月１２日規程第３２号  

独立行政法人地域医療機能推進機構外部通報事務手続規程 
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第１章 総則 

 
（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「機構」とい 

う。）において、内部の職員等以外の者からの法令違反行為に関する通報を適 

切に処理するために必要な手続を定めることを目的とする。 

 
（定義） 

第２条 この規程において「内部の職員等」とは、機構の役員（理事長、理事

及び監事をいう。以下同じ。）及び職員又は通報の日前 1 年以内に機構を退

職した者、並びに機構が公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以

下「法」という。）第２条第１項第２号及び第３号の事業者である場合にお

ける同項第２号及び第３号の派遣労働者又は派遣労働者であった者をいう。 

２ この規程において「通報対象事実」とは、法第２条第３項に規定する事実 

であって、機構又は機構の事業に従事する場合における役員及び職員、代理 

人その他の者についての法令違反行為の事実をいう。 

３ この規程において「通報」とは、内部の職員等以外の者が、不正の利益を 

得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、通報対象事 

実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、機構に設置された窓口に知 

らせることをいう。 

４ この規程において「受付」とは、内部の職員等以外の者からの通報を受け 

ることをいう。 

５ この規程において「受理」とは、内部の職員等以外の者からの通報につい 

て、外部通報として受け付けることをいう。 

 
第２章 外部通報の受付・受理等 



 
 

（受付の範囲） 

第３条 機構は、内部の職員等以外の者からの通報対象事実に関する通報を受 

け付けるものとする。 

 
（利益相反の排除） 

第４条 通報の処理に関与する役職員は、自らが関係する通報事案の処理に関 

与してはならない。 

 
（外部通報窓口の設置） 

第５条 本部総務部総務課、各地区事務所総務経理課、各病院の総務企画課に

内部の職員等以外の者からの通報を受け付ける窓口（以下「外部通報窓口」

という。）を設置し、内部の職員等以外の者からの通報を受け付ける職員

（以下「窓口責任者」という。） を配置する。 

２ 窓口責任者については、本部においては総務部総務課長、各地区事務所に 

おいては総務経理課長、各病院においては事務部総務企画課長（事務部を置 

かない病院にあっては事務長が指名する者）とする。 

 
（外部通報） 

第６条 内部の職員等以外の者は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じよう 

としていると思われるときは、前条の外部通報窓口に対し、その旨を通報（以 

下「外部通報」という。）することができる。 

２ 外部通報は、次の各号に掲げる事項について書面の提出（郵送等による提

出を含む。）によって行うものとする。 

一 通報を行う者の所属、氏名及び連絡先（当該事項の全部又は一部が明らか 

にされない場合でも可とする。） 

二 事案発生年月日 

三 事案発生場所 

四 通報対象者の所属及び氏名 

五 事案の概要 

六 事案を知った経緯 

七 内容を裏付ける資料の有無 

 
（外部通報としての受理） 

第７条 窓口責任者は、通報者の通報が前条第１項及び第２項の規定に該当す 



 

ると認められる場合には、外部通報として受理する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する通報は、外部通報として受理せず、情報提 

供として受け付けるものとする。 

一 この規程に定められた要件を満たさない通報 

二 内容が著しく不分明な通報 

三 内容が虚偽であることが明らかな通報 

四 前各号に定めるもののほか受理することが相当でないと認められる通報 

 
（外部通報の報告） 

第８条 窓口責任者は、外部通報として受理することを決定した通報を本部に 

おいては総務部長、各地区事務所においては統括部長、各病院においては事 

務部長又は事務長（以下「総務部長等」という。）に報告しなければならな 

い。 

２ 各病院の事務部長又は事務長は、前項の通報を各地区事務所の統括部長に

報告しなければならない。 

３ 各地区事務所の統括部長は、第１項の通報及び前項の規定により受けた

報告について、総務部長に報告しなければならない。 

４ 総務部長等は、第１項及び前項の報告を受けた場合、当該報告について、 

本部においては内部統制担当役員、各地区事務所においては各地区担当理事、 

各病院においては各院長に報告しなければならない。 

５ 前項の報告を受けた内部統制担当役員は、事案の重要性に応じ、理事長及 

び監事に報告するものとする。 

６ 第１項の通報が理事長、内部統制役員、地区担当理事、院長及び総務部長

等に関係する事案である場合は、窓口責任者は監事に報告しなければならな

い。 

 
第３章 調査及び措置 

 
（調査の実施） 

第９条 内部統制担当役員、各地区担当理事及び各院長は、前条第２項の報告

を受けた場合、調査の必要性を検討した上で、調査の必要性が認められた 

場合には、その内容の真偽等について速やかに調査を実施するため、必要な 

指示を行うものとする。 

２ 前項の場合において、内部統制担当役員、各地区担当理事及び各院長は、 

調査担当者を指名する（必要に応じ、調査チームを編成する）ものとする。 

３ 調査担当者（調査チームの担当者を含む。以下同じ）は、調査結果を本部 

においては内部統制担当役員、各地区事務所においては各地区担当理事、各 

病院においては各院長に報告しなければならない。 



 

（協力義務） 

第１０条 機構の役員及び職員（以下「役職員」という。）は、通報された内容 

に係る事実関係の調査を受けた場合は、これに協力しなくてはならない。 

２ 調査に協力した者は、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を漏 

らしてはならない。 

 
（調査結果に基づく措置） 

第１１条 内部統制担当役員、各地区担当理事及び各院長は、調査の結果、 

通報対象事実があると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等（以

下「是正措置等」という。）を講じるものとする。 

 
（通報の処理情報の提供） 

第１２条 窓口責任者は、前項の是正措置等の内容を、通報の処理に関して通 

報者から照会を受けた場合には、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライ 

バシー等に配慮しつつ、可能な範囲で情報提供することができる。 

 
（是正措置等の報告） 

第１３条 各病院及び各地区事務所の窓口責任者は、第１１条第１項の規定に 

より講じた是正措置等の結果を総務部長に報告しなければならない。 

２ 総務部長は、第１１条第１項の規定により講じた是正措置等の結果及び前

項の規定により受けた報告について、理事長、内部統制担当役員及び監事に

遅滞なく報告しなければならない。 

３ 前項の報告を受けた内部統制担当役員は、是正措置等について確認を行い、

適切に機能していない場合には、改めて是正措置等を講じるものとする。 

 
（通報者等の保護） 

第１４条 機構は、外部通報の内容が、機構との間に契約関係のある法人又は 

団体に係わるものである場合、当該通報者が外部通報をしたことを理由とし 

て、当該法人又は団体に対し不利益な取り扱いをしてはならない。 

 
（秘密保持義務） 

第１５条 この規程による通報の処理に関与した役職員は、その関与によって 

知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす 

る。ただし、法令又はこの規程その他機構が定める規程に基づいて必要とさ 

れる通知、報告その他の行為については、この限りでない。 

 
（個人情報等の保護の徹底） 

第１６条 通報の処理に関与した役職員は、正当な理由なく、個人情報その他 



 

当該通報に関して知ることのできた秘密を開示してはならない。 

２ 通報の処理に関与した者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知 

らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

 
第４章 雑則 

 
（外部通報関連文書の管理） 

第１７条 通報の処理に係る記録及び関係資料については、独立行政法人地域 

医療機能推進機構の保有する個人情報の開示等の手続に関する規程（平成２ 

６年規程第５８号）及び独立行政法人地域医療機能推進機構法人文書管理規 

程（平成２６年規程第４号。以下「法人文書管理規程」という。）に基づき適 

切な方法で管理するものとする。 

２ 法人文書管理規程における文書の保存期間については５年とする。 

 
（その他） 

第１８条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

 附 則 

（施行期日）  

この規程は、平成２７年８月１２日から施行する。 

 

附 則（平成２９年規程第３６条） 

（施行期日）  

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 
附 則（令和２年規程第１７号） 

（施行期日）  

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 
附 則（令和４年規程第２６号） 

（施行期日）  

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年規程第４６号） 

（施行期日等）  

この規程は、令和４年６月１７日から施行し、令和４年６月１日から適用

する。 


